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短答式試験問題集

［民法・商法・民事訴訟法］
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［民法］

〔第１問〕（配点：２）

意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせたものは，後記１

から５までのうちどれか。（解答欄は，［№１］）

ア．意思能力が欠けた状態で契約を締結した者は，後見開始の審判を受けていなくても，その契

約の無効を主張することができる。

イ．被保佐人が，保佐人の同意を得て，自己の不動産につき第三者との間で売買契約を締結した

ときは，被保佐人がその売買契約の要素について錯誤に陥っており，かつ，そのことにつき重

大な過失がない場合でも，その契約の無効を主張することができない。

ウ．第三者の詐欺によって相手方に対する意思表示をした者は，相手方が第三者による詐欺の事

実を知らなかった場合にも，その詐欺によって生じた錯誤が錯誤無効の要件を満たすときは，

相手方に対し，その意思表示の無効を主張することができる。

エ．被保佐人は，保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たとき

は，自己の判断でその保証契約の締結を取りやめることはできない。

オ．被保佐人と契約を締結しようとする者は，家庭裁判所に対し，利害関係人として，被保佐人

に十分な判断能力があることを理由に保佐開始の審判の取消しを請求することができる。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ

〔第２問〕（配点：２）

表見代理に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ

せたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№２］）

ア．本人から登記申請を委任された者が，その権限を越えて，本人を代理して第三者と取引行為

をした場合において，その登記申請の権限が本人の私法上の契約による義務を履行するために

付与されたものであり，第三者が代理人に権限があると信ずべき正当な理由があるときは，委

任された登記申請の権限を基本代理権とする表見代理が成立する。

イ．原材料甲を仕入れる代理権を本人から付与された者が，その代理権を利用して利益を図ろう

と考え，本人を代理して第三者から甲を買い受け，これを他に転売しその利益を着服した場合，

権限外の行為についての表見代理に関する規定が類推され，第三者は，本人に対し，甲の代金

の支払を求めることができる。

ウ．子が父から何らの代理権も与えられていないのに，父の代理人として相手方に対し父所有の

不動産を売却した場合，相手方において，子に売買契約を締結する代理権があると信じ，その

ように信じたことに正当な理由があるときは，表見代理が成立する。

エ．本人からその所有する不動産に抵当権を設定する代理権を与えられた者が，本人を代理して

当該不動産を売却した場合，売買契約の相手方がその権限の逸脱の事実を知り，又はそれを知

らないことについて過失があったときでも，転得者が善意無過失であるときは，表見代理が成

立する。

オ．夫が，日常の家事の範囲を越えて，妻を代理して法律行為をした場合，相手方において，そ

の行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由があると

きは，権限外の行為についての表見代理に関する規定の趣旨が類推され，妻は夫がした法律行

為によって生じた債務について，連帯してその責任を負う。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．エ オ
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〔第３問〕（配点：２）

物権の帰属に関する次の１から５までの各記述のうち，正しいものを２個選びなさい。（解答欄

は，［№３］，［№４］順不同）

１．未成年者との間で売買契約を締結して同人所有の動産を購入した者は，その後に当該売買契

約が行為能力の制限を理由に取り消された場合に，売主が未成年であることについて善意無過

失であったとしても，即時取得を理由としてその動産の所有権の取得を主張することはできな

い。

２．相続人がなく特別縁故者に対する分与もされなかった相続財産のうち，不動産の所有権は，

国庫に帰属するが，動産の所有権は，相続開始後に所有の意思をもって占有を始めた者に直ち

に帰属する。

３．他人の動産に工作を加えた者があるときの加工物の所有権は，民法の規定に従って帰属する

者が定められ，加工前に所有者と加工者との間で民法の加工に関する規定と異なる合意をして

も，その合意の効力は生じない。

４．土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは，他の共有者もこれを取得する。

５．所有者を異にし，主従の区別のある２個の動産が付合した場合，従たる動産の所有者は，そ

の付合の時における価額の割合に応じてその合成物の共有持分を取得する。

〔第４問〕（配点：２）

共有に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わ

せたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№５］）

ア．共有地について筆界の確定を求める訴えを提起しようとする場合に，一部の共有者が訴えの

提起に同調しないときは，その余の共有者は，隣接する土地の所有者と訴えの提起に同調しな

い共有者とを被告として，上記訴えを提起することができる。

イ．裁判所に請求して共有物の分割をする場合，共有物の現物を分割するか，共有物を競売して

売得金を分割する方法のいずれかによらなければならず，共有物を共有者のうちの一人の単独

所有又は数人の共有とし，これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法に

よることはできない。

ウ．共有物について賃貸借契約を締結することは，過半数の持分を有する共有者によって可能で

あるが，賃貸借契約の解除は，共有者全員によってされる必要がある。

エ．ＡＢが共有する土地につき，Ｃが無権限で自己への所有権移転登記をした場合，Ａは，単独

で，Ｃに対し，抹消登記手続を請求することができる。

オ．ＡＢが各２分の１の持分で甲土地を共有している場合に，Ｂは，ＡＢ間の協議に基づかずに

Ａの承認を受けて甲土地を占有するＣに対し，単独で，甲土地の明渡しを求めることはできな

い。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ ウ ４．ウ オ ５．エ オ



- 4 -

〔第５問〕（配点：２）

被相続人Ａに係る相続と登記に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤

っているものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№６］）

ア．法定相続人としてＢＣがいる場合において，Ｂが相続放棄した後に，Ｂの債権者Ｄが，相続

財産である未登記建物につきＢも共同相続したものとして代位による所有権保存登記をした

上，その建物のＢの持分について差押えをしたときは，Ｃは，Ｄに対し，登記をしなくても相

続による当該建物の取得を対抗することができる。

イ．Ａが，子ＢＣのうち，Ｂに対してはＡ所有の不動産を贈与し，Ｃに対してはこれを遺贈する

旨の遺言をし，その後に相続が開始した場合，Ｂは，Ｃに対し，登記をしなければ贈与による

所有権の取得を対抗することができない。

ウ．Ａが，その所有する不動産を相続人Ｂに相続させる旨の遺言をし，相続が開始した後に，他

の相続人Ｃの債権者Ｄが，その不動産につき代位による共同相続登記をして持分を差し押さえ

た場合，Ｂは，Ｄに対し，登記をしなくても上記遺言による所有権の取得を対抗することがで

きる。

エ．ＡからＢＣが共同相続した不動産について，Ｃが単独で相続した旨の不実の登記をし，Ｄに

売却して所有権移転登記をした場合，Ｂは，Ｄに対し，登記をしなければ自己の持分の取得を

対抗することができない。

オ．ＡからＢＣが共同相続した不動産について，遺産分割の協議により所有権を取得した相続人

Ｂは，遺産分割後にＣの法定相続分に応じた上記不動産の持分をＣから買い受けたＤに対し，

登記をしなくても法定相続分を超える所有権の取得を対抗することができる。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ ウ ４．ウ オ ５．エ オ

〔第６問〕（配点：２）

担保物権の効力に関する次の１から５までの各記述のうち，誤っているものはどれか。（解答欄

は，［№７］）

１．留置権者は，債権の全部の弁済を受けるまでは，留置物の全部についてその権利を行使する

ことができる。

２．一般の先取特権者は，不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価が配当される場合を

除き，まず不動産以外の財産から弁済を受け，なお不足があるのでなければ，不動産から弁済

を受けることができない。

３．質権の目的である債権が金銭債権であるときは，質権者は，その被担保債権の額にかかわら

ず，当該金銭債権の全額を取り立てることができる。

４．抵当権の実行としての競売がされる前に抵当権の被担保債権について抵当不動産以外の財産

の代価を配当すべき場合には，当該抵当権者以外の債権者は，当該抵当権者に配当すべき金額

の供託を請求することができる。

５．根抵当権の元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは，

他人の債務を担保するため当該根抵当権を設定した者は，その極度額に相当する金額を払い渡

し又は供託して，当該根抵当権の消滅請求をすることができる。
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〔第７問〕（配点：２）

抵当権に関する次の１から５までの各記述のうち，正しいものはどれか。（解答欄は，［№８］）

１．債務者が所有する不動産に抵当権の設定登記がされ，これが存続している場合には，債務者

は継続的に被担保債権に係る債務の存在を承認していることになるから，その抵当権の被担保

債権については消滅時効が進行しない。

２．債務者が所有する不動産に抵当権が設定され，その登記がされている場合，その債務者が当

該不動産を１０年間継続して占有したとしても，その債務者は，抵当権者に対し，抵当権の負

担のない所有権を時効により取得したとして，抵当権設定登記の抹消登記手続を請求すること

はできない。

３．債務者が所有する同一の不動産について，第一順位の抵当権と第二順位の抵当権が設定され，

それぞれその旨の登記がされている場合，第一順位の抵当権の実行としての競売の結果，第一

順位の抵当権者のみが配当を受けたときは，第二順位の抵当権は消滅しない。

４．債務者が所有する同一の不動産について，第一順位の抵当権と第二順位の抵当権が設定され，

それぞれその旨の登記がされている場合，第一順位の抵当権の被担保債権に係る債務を債務者

が弁済したときは，債務者は，弁済による代位によって第一順位の抵当権を取得する。

５．債務者が所有する不動産に抵当権が設定されている場合，その被担保債権に係る債務につい

て他の者により併存的債務引受がされたときは，当該債務引受によって生じた債権も，その抵

当権の被担保債権となる。

〔第８問〕（配点：２）

債権者Ａが債務者Ｂに対して有する甲債権をＣとＤに二重譲渡した場合に関する次のアからオま

での各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは，後記１から５までのう

ちどれか。なお，本問では，Ｃに対する債権譲渡を「第一譲渡」といい，Ｄに対する債権譲渡を「第

二譲渡」という。（解答欄は，［№９］）

ア．Ａが第一譲渡については確定日付のある証書によらずに通知をしてこれがＢに到達し，第二

譲渡については通知をしていない場合に，ＢがＣに対して弁済をすれば，甲債権はこれによっ

て消滅する。

イ．第一譲渡及び第二譲渡のいずれについても，Ａが確定日付のある証書によらずに通知をして

これらがＢに到達した場合には，これらの通知の到達後に，ＢがＣに対して弁済をしても甲債

権は消滅しない。

ウ．Ａが第一譲渡については確定日付のある証書によって通知をしてこれがＢに到達し，第二譲

渡については確定日付のある証書によらずに通知をしてこれがＢに到達した場合には，これら

の通知の到達後に，ＢがＤに対して弁済をすれば，甲債権はこれによって消滅する。

エ．第一譲渡及び第二譲渡のいずれについても，Ａが確定日付のある証書によって通知をし，こ

れらの通知が同時にＢに到達した場合には，Ｂは，Ｄからの請求に応じなくても債務不履行責

任を負うことはない。

オ．第一譲渡及び第二譲渡のいずれについても，Ａが確定日付のある証書によって通知をし，こ

れらの通知が同時にＢに到達した後に，ＢがＣに対して弁済をすれば，甲債権はこれによって

消滅する。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．エ オ
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〔第９問〕（配点：２）

債権の消滅原因に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせたものは，

後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№10］）

ア．判例によれば，土地の賃借人がその土地上の建物を賃貸している場合において，建物の賃借

人は，その土地の賃料について，土地の賃借人の意思に反しても弁済をすることができる。

イ．弁済の目的物が供託されたことによって抵当権が消滅した場合には，その供託をした者は，

債権者が供託を受諾する前であっても，供託物を取り戻すことができない。

ウ．相殺の意思表示には，条件を付することができる。

エ．判例によれば，債権者が保証人に対して有する保証契約上の債権を自働債権とする相殺は，

保証人が検索の抗弁権を有するときであっても，双方の債務が弁済期にあれば，することがで

きる。

オ．債権者は，債務者の承諾がなければ，その債務を免除することができない。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ ウ ４．ウ エ ５．エ オ

〔第10問〕（配点：２）

弁済による代位に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているもの

はどれか。（解答欄は，［№11］）

１．弁済者が弁済による代位により取得した原債権を行使して訴訟においてその給付を請求する

ためには，原債権の発生原因事実のほか，求償権の発生原因事実も主張立証しなければならな

い。

２．弁済による代位が生じた場合，弁済者が代位により取得する担保権の被担保債権は，求償権

ではなく原債権である。

３．連帯債務者の一人がその連帯債務に係る債権を相続により取得し，当該債権が混同によって

消滅した場合，その者は，他の連帯債務者に対して有する求償権の範囲内で，代位により連帯

債務に係る債権を取得する。

４．物上保証人が抵当権の実行を受けた場合，債権者の承諾がなければ債権者に代位することは

できない。

５．弁済者が弁済による代位により取得した原債権と求償権とは別個に消滅時効にかかる。
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〔第11問〕（配点：２）

売主の担保責任に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせたもの

は，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№12］）

ア．他人の土地の売買において，売主がその土地を取得して買主に移転することができない場合

であっても，契約の時に売主がその土地が自己に属しないことを知らなかったときは，売主は，

契約の解除をすることができる。

イ．売買の目的物である建物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において，買主がその滅

失を知らなかったときは，買主は，その滅失していた部分の割合に応じて代金の減額を請求す

ることができる。

ウ．判例によれば，数量を指示してした土地の売買において数量が超過する場合には，売主は，

数量が不足する場合の代金の減額に関する民法の規定の類推適用により，代金の増額を請求す

ることができる。

エ．売買の目的物である土地のために存すると称した地役権が存しなかった場合における買主の

契約の解除は，買主が事実を知った時から１年以内にしなければならない。

オ．強制競売の目的物である土地が留置権の目的である場合において，買受人は，そのことを知

らず，かつ，そのために買受けをした目的を達することができないときであっても，契約の解

除をすることができない。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ オ ４．ウ エ ５．ウ オ

〔第12問〕（配点：２）

委任に関する次の１から５までの各記述のうち，誤っているものはどれか。（解答欄は，［№13］）

１．委任は，受任者からは，やむを得ない事由がなければ解除することができない。

２．受任者は，委任者の請求があるときは，いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければな

らない。

３．委任者が死亡した場合でも，委任者の相続人がこれを受任者に通知せず，かつ，受任者が委

任者の死亡を知らなかったときは，委任者の相続人は，委任者の死亡による委任の終了を受任

者に対抗することができない。

４．報酬を支払う旨の特約がある場合において，委任が受任者の責めに帰することができない事

由によって履行の中途で終了したときは，受任者は，既にした履行の割合に応じて報酬を請求

することができる。

５．受任者は，委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは，委任者に対し，

自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。

〔第13問〕（配点：２）

組合に関する次の１から５までの各記述のうち，誤っているものはどれか。（解答欄は，［№14］）

１．金銭を出資の目的とした場合，組合員がその出資をすることを怠ったときは，その利息を支

払うほか，損害の賠償をしなければならない。

２．業務執行組合員については，正当な事由がある場合に限り，他の組合員の全員の一致によっ

て解任することができる。

３．各組合員は，組合の業務を執行する権限を有しないときであっても，その業務及び組合財産

の状況を検査することができる。

４．組合の存続期間を定めた場合，各組合員は，脱退することはできないが，やむを得ない事由

があるときは，組合の解散を請求することができる。

５．脱退した組合員の持分は，その出資の種類を問わず，金銭で払い戻すことができる。
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〔第14問〕（配点：２）

実親子関係に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，

後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№15］）

ア．再婚禁止期間内に再婚をした女性が出産した場合において，嫡出の推定に関する民法の規定

によりその子の父を定めることができないときは，父を定めることを目的とする訴えにより，

裁判所がこれを定める。

イ．嫡出否認の訴えは，子が出生した時から１年を経過すると提起することができない。

ウ．判例によれば，母の夫が服役していた間に母が懐胎したことが明らかな子は夫の子と推定さ

れないから，母も嫡出否認の訴えを提起することができる。

エ．父は，死亡した子でも，その直系卑属があるときに限り，認知することができるが，その直

系卑属が成年者であるときは，その承諾を得なければならない。

オ．戸籍法の定めるところにより認知の届出がされた場合であっても，子その他の利害関係人は，

認知が真実に反することを理由として認知無効の訴えを提起することができる。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ ウ ４．イ オ ５．エ オ

〔第15問〕（配点：２）

遺留分に関する次の１から５までの各記述のうち，正しいものを２個選びなさい。（解答欄は，［№

16］，［№17］順不同）

１．贈与の減殺を請求された受贈者は，その返還すべき財産から生じた果実は返還することを要

しない。

２．不相当な対価をもってした建物の売買契約で，当事者双方が遺留分権利者に損害を加えるこ

とを知ってしたものについて遺留分権利者がその減殺を請求するときは，遺留分権利者は，相

手方に対し，その対価を償還する必要はない。

３．相続の開始後における遺留分の放棄は，家庭裁判所の許可を得なければ効力を生じない。

４．遺贈は，遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときを除き，その目的の価額の割合に応

じて減殺し，贈与は，後の贈与から順次前の贈与に対して減殺する。

５．共同相続人の一人が遺留分を放棄しても，他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
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［商法］

〔第16問〕（配点：２）

株式会社の募集設立に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせた

ものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№18］）

ア．設立時募集株式の数を超える数の引受けの申込みがあった場合には，発起人は，各申込者に

対し，申込みに係る株式の数の割合に応じて，設立時募集株式を割り当てなければならない。

イ．発起人は，払込みの取扱いをした銀行に対し，設立時募集株式のみならず，発起人が引き受

けた設立時発行株式についても，払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交

付を請求することができる。

ウ．設立の廃止については，創立総会の招集に際して創立総会の目的である事項として定められ

ていなくても，創立総会において，決議をすることができる。

エ．公証人による定款の認証を受けた後に，創立総会の決議により定款を変更した場合には，改

めて公証人の認証を受ける必要はない。

オ．株式会社は，定款又は創立総会の決議により定められた設立の効力発生日に成立する。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．エ オ

〔第17問〕（配点：２）

株式会社の譲渡制限株式に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせた

ものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№19］）

ア．会社が，定款を変更して，その発行する全部の株式の内容として，譲渡による当該株式の取

得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける場合には，総株主の同意を得なければ

ならない。

イ．会社は，その発行する一部の株式の内容として，譲渡による当該株式の取得について会社の

承認を要する旨の定款の定めを設けることはできない。

ウ．譲渡制限株式の株主が死亡した場合には，その相続人は，当該譲渡制限株式の取得について

会社の承認を得ない限り，会社に対し，株主の地位を主張することはできない。

エ．判例の趣旨によれば，取締役会設置会社の唯一の株主がその保有する譲渡制限株式を他に譲

渡した場合には，取締役会の決議による承認がないときであっても，その譲渡は，当事者間だ

けではなく，会社に対する関係においても，有効である。

オ．取締役会設置会社は，定款の定めにより，譲渡による株式の取得についての承認の決定を株

主総会の決議によるものとすることができる。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ オ ４．ウ エ ５．エ オ
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〔第18問〕（配点：２）

社債，株式等の振替に関する法律に規定する振替株式に関する次のアからオまでの各記述のうち，

誤っているものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。なお，各記述において，

振替口座簿は，電磁的記録をもって作成されているものとする。（解答欄は，［№20］）

ア．振替株式に係る株主名簿の名義書換は，振替機関から会社に対し総株主通知がされた場合に

は行われるが，振替機関から会社に対し個別株主通知がされた場合には行われない。

イ．振替株式の譲渡は，当事者の意思表示のみによってその効力を生ずるが，振替の申請により，

振替口座簿中の譲受人の口座における保有欄にその譲渡に係る数の増加の記録がされなければ，

会社に対抗することができない。

ウ．振替口座簿中の譲渡人の口座における保有欄に，譲渡人が有する振替株式の数を超過する振

替株式の数が誤って記録されていた場合でも，譲受人が譲渡人からその記録に係る全ての振替

株式を譲り受ける旨の合意をし，かつ，振替の申請により，譲受人の口座における保有欄にそ

の譲渡に係る数の増加の記録がされたときは，譲受人は，悪意又は重大な過失があるときを除

き，その増加の記録に係る権利を取得する。

エ．振替株式の質入れがあった場合には，総株主通知の際に，その振替株式の質入れの事実を会

社に知らせないようにすることはできない。

オ．振替株式を発行した会社は，正当な理由があるときは，振替機関に対し，所定の費用を支払

って，その備える振替口座簿中の加入者の口座に記録されている事項を証明した書面の交付を

請求することができる。

１．ア エ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．ウ オ

〔第19問〕（配点：２）

株主総会における株主の議決権に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合

わせたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№21］）

ア．株主総会の招集の通知は，その株主総会において決議をすることができる事項の全部につき

議決権を行使することができない株主に対しては，することを要しない。

イ．株主は，議決権行使書面によって議決権を行使した場合には，その議決権行使に係る議題に

ついて株主総会に出席することができない。

ウ．株主は，その有する議決権を統一しないで行使することはできない。

エ．株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は，その決議において，議決権を行使

することができない。

オ．株主は，株主総会の議案に賛成する議決権を行使した場合でも，その議案に係る株主総会の

決議の取消しの訴えを提起することができる。

１．ア エ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．ウ オ
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〔第20問〕（配点：２）

取締役会設置会社の機関に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わ

せたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№22］）

ア．取締役を選任する株主総会の決議の定足数は，定款の定めにより，議決権を行使することが

できる株主の議決権の３分の１とすることができる。

イ．監査役が３人いる場合には，そのうちの２人の同意により，職務を怠った会計監査人を解任

することができる。

ウ．判例によれば，代表取締役の解職に関する取締役会の決議について，その代表取締役は，議

決に加わることができない。

エ．取締役会の決議は，定款の定めにより，議決に加わることができる取締役の過半数が出席し，

その出席取締役の３分の２以上に当たる多数をもって行うこととすることができる。

オ．会社は，定款の定めにより，会計参与を取締役会の決議によって選任するものとすることが

できる。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ

〔第21問〕（配点：２）

取締役会設置会社である甲株式会社（以下「甲社」という。）の代表取締役Ａが，甲社を代表し

て，甲社の取締役Ｂとの間で取引（以下「本件取引」という。）を行う場合に関する次のアからオ

までの各記述のうち，正しいものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答

欄は，［№23］）

ア．本件取引が利益相反取引である場合には，Ｂが特別の利害関係を有する取締役としてこれを

承認する取締役会の議決に加わっていなかったとしても，本件取引により甲社に損害が生じた

ときは，Ｂは，その任務を怠ったものと推定される。

イ．本件取引が利益相反取引であるにもかかわらず，取締役会の承認を受けずにされた場合には，

本件取引によりＢが得た利益の額は，甲社に生じた損害の額と推定される。

ウ．判例によれば，本件取引が利益相反取引であるにもかかわらず，取締役会の承認を受けずに

された場合でも，Ｂが有効な取締役会の承認があったと信じて取引をしていたときは，甲社は，

Ｂに対し，本件取引の無効を主張することはできない。

エ．判例によれば，本件取引の内容が，Ｂが甲社に対して無利息かつ無担保で金銭を貸し付ける

ものである場合には，利益相反取引として甲社の取締役会の承認を受ける必要はない。

オ．判例によれば，本件取引の内容が，不動産鑑定士による鑑定評価の評価額を代金額として甲

社がＢから不動産を買い受けるものである場合には，利益相反取引として甲社の取締役会の承

認を受ける必要はない。

１．ア エ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．ウ オ
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〔第22問〕（配点：２）

監査役会設置会社における監査役及び監査役会に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っ

ているものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№24］）

ア．監査役会は，監査の方針を決定する。

イ．監査役が株主総会の決議の取消しの訴えを提起するには，監査役会の同意を得る必要はない。

ウ．取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには，監査役会の同意を得なけれ

ばならない。

エ．株主代表訴訟において，会社が被告である取締役を補助するためその訴訟に参加するには，

監査役会の同意を得なければならない。

オ．監査役が子会社の業務及び財産の状況を調査するには，監査役会の同意を得なければならな

い。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ オ ４．ウ エ ５．エ オ

〔第23問〕（配点：２）

株式会社の資本金の額に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせたも

のは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№25］）

ア．会社を設立する際に作成すべき定款には，資本金の額を記載し，又は記録しなければならな

い。

イ．会社が資本金の額を減少する場合には，それと同時に株式の発行が行われることにより，そ

の資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額がその日前の資本金の額を下回らないと

きであっても，その会社の債権者は，その資本金の額の減少について異議を述べることができ

る。

ウ．取締役会設置会社が資本金の額を減少する場合において，減少する資本金の額の全部を準備

金とするときは，その資本金の額の減少については，株主総会決議を要せず，取締役会決議に

よってこれを行うことができる。

エ．監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の監査役は，

資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。

オ．会社が資本金の額を減少したときは，その会社は，その本店の所在地のみならず，その支店

の所在地においても，変更の登記をしなければならない。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ

〔第24問〕（配点：２）

持分会社に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせたものは，後記１

から５までのうちどれか。（解答欄は，［№26］）

ア．合同会社を設立しようとする場合において，定款で定めた社員の出資の目的が金銭以外の財

産であるときは，社員になろうとする者は，裁判所に対し，検査役の選任の申立てをしなけれ

ばならない。

イ．合同会社の業務を執行するに当たって不正の行為をした社員は，他の社員の全員の同意によ

って除名することができる。

ウ．合名会社の社員が会社の債務を弁済する責任を負う場合には，その社員は，会社が主張する

ことができる抗弁をもって会社の債権者に対抗することができる。

エ．合資会社は，社員が１人となったときは，解散する。

オ．合名会社は，定款で定めた解散の事由の発生によって解散したときは，総社員の同意によっ

て，会社の財産の処分の方法を定め，清算人を置かないで清算をすることができる。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ オ ４．ウ エ ５．ウ オ
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〔第25問〕（配点：２）

株式会社を各当事会社とする吸収合併に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを

組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№27］）

ア．存続会社は，その親会社の株式を消滅会社の株主に対して合併対価として交付することはで

きない。

イ．存続会社は，消滅会社の自己株式については，合併対価が金銭であっても，合併対価を割り

当てることはできない。

ウ．消滅会社が会社法上の公開会社である場合には，存続会社は，消滅会社の株主に対し，合併

対価として存続会社の譲渡制限株式を交付することはできない。

エ．存続会社は，消滅会社の新株予約権の新株予約権者に対し，その有する新株予約権に代えて

存続会社の株式を交付することができる。

オ．消滅会社の反対株主は，合併対価として交付を受ける株式の価額が各当事会社の財産の状況

その他の事情に照らして相当である場合でも，株式買取請求権を行使することができる。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ ウ ４．イ オ ５．エ オ

〔第26問〕（配点：２）

株主総会の決議の取消しの訴えに関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合

わせたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№28］）

ア．判例の趣旨によれば，株主は，株主総会の決議の取消しの訴えを提起した場合において，決

議の日から３か月を経過した後に新たな取消事由を追加主張することは，許されない。

イ．判例の趣旨によれば，株主総会の決議の取消しの訴えに係る訴訟の係属中に原告である株主

が死亡した場合には，訴訟は，これにより終了する。

ウ．判例の趣旨によれば，取締役の選任を目的とする株主総会につきその決議の取消しの訴えが

提起された場合には，その決議により選任された取締役は，会社の共同訴訟人としてその訴訟

に参加することができる。

エ．裁判所は，株主総会の決議の方法が法令に違反する場合でも，その違反する事実が重大でな

く，かつ，決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは，裁量により請求を棄却するこ

とができる。

オ．株主総会の決議の取消しの訴えは，総株主の同意を得ない限り，取り下げることができない。

１．ア エ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ オ ５．ウ エ

〔第27問〕（配点：２）

商業登記に関する次のアからオまでの各記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後

記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№29］）

ア．株式会社の代表取締役の就任は，その登記の前でも，悪意の第三者に対抗することができる。

イ．株式会社の支配人の退任による代理権の消滅は，その登記の後でも，第三者が正当な事由に

よってその登記があることを知らなかったときは，その第三者に対抗することができない。

ウ．判例の趣旨によれば，株式会社の代表取締役は，その登記の後でなければ，民事訴訟におけ

る当事者である株式会社を代表する権限を有する者とはならない。

エ．判例の趣旨によれば，個人商人が支配人を選任した場合には，その登記の前でも，その支配

人と取引をした第三者は，その個人商人に支配人の選任を対抗することができる。

オ．個人商人は，その商号を定めたときは，その登記をしなければならない。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ
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〔第28問〕（配点：２）

商行為に関する規定の適用についての次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わ

せたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№30］）

ア．判例の趣旨によれば，会社の行為は，商行為と推定され，これを争う者において，その行為

がその会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。

イ．商行為の委任による代理の場合であっても，代理権は，本人の死亡によって消滅する。

ウ．商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において，

遅滞なく諾否の通知を発することを怠ったときは，その商人は，その契約の申込みを承諾した

ものとみなされる。

エ．判例の趣旨によれば，商行為によって生じた債務の不履行による損害賠償債務についての法

定利率は，年５分である。

オ．判例の趣旨によれば，会社法第４２３条第１項に基づく株式会社の取締役に対する損害賠償

請求権は，商行為によって生じた債権に当たり，その消滅時効期間は，５年である。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．エ オ

（参照条文）会社法

第４２３条 取締役，会計参与，監査役，執行役又は会計監査人（以下この節において「役員等」

という。）は，その任務を怠ったときは，株式会社に対し，これによって生じた損害を賠償する

責任を負う。

２，３ （略）

〔第29問〕（配点：２）

手形上の記載からは，約束手形の振出しが法人のためにされたものであるとも，代表者個人のた

めにされたものであるとも解し得る場合には，手形所持人は，法人及び代表者個人のいずれに対し

ても手形金の請求をすることができるとの見解がある。次のアからオまでの各記述のうち，この見

解と整合しないものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№31］）

ア．法人の代表者が法人のために手形行為をする場合の代表機関としての表示は，法人のために

されたものであることを認識し得る程度に手形上記載すれば足りる。

イ．手形上の記載を解釈するに当たっては，一般の社会通念に従ってその記載の趣旨を合理的に

判断すべきである。

ウ．手形上，法人名と個人名とが併記されている場合には，法人の代表者である旨の記載がなく

ても，法人の代表者が法人のために手形行為をする場合の代表機関としての表示と解釈すべき

である。

エ．この手形金の請求を受けた者は，その振出しが真実いずれの趣旨でされたかを知っていた直

接の相手方に対し，その旨の人的抗弁を主張することができる。

オ．手形上の記載を解釈するに当たっては，手形外の証拠もしんしゃくすることができる。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ エ ４．ウ オ ５．エ オ
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〔第30問〕（配点：２）

ＡがＢに対して約束手形を振り出し，Ｃが手形保証をした場合に関する次のアからオまでの各記

述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№

32］）

ア．Ａが未成年者であり，その法定代理人がＡの手形行為を取り消した場合でも，これによって，

Ｃの手形保証債務は，無効とはならない。

イ．判例によれば，Ａの手形債務が時効により消滅した場合でも，Ｃの手形保証債務は，消滅

しない。

ウ．ＢがＣに手形保証債務の履行を請求するためには，遡求権保全の手続を採る必要はない。

エ．判例によれば，Ａ・Ｂ間の手形振出しの原因関係においてＡの債務の不発生が確定した場合

でも，Ｃは，Ｂに対し，手形保証債務の履行を拒むことはできない。

オ．Ｃが，Ａに弁済をする資力があり，かつ，執行が容易であることを証明した場合でも，Ｂは，

Ａの財産についてではなく，Ｃの財産について執行することができる。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ エ ４．ウ エ ５．ウ オ
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［民事訴訟法］

〔第31問〕（配点：２）

大阪市に居住するＸが，東京都千代田区に居住するＹに対し，貸金１００万円の返還を求める訴

えを提起した。この場合における訴訟の移送に関する次の１から５までの各記述のうち，誤ってい

るものはどれか。（解答欄は，［№33］）

１．Ｘがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には，東京簡易裁判所は，相当と認めるとき

は，申立てにより又は職権で，訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。

２．Ｘがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後，Ｙから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の

申立てがあり，Ｘが移送に同意した場合であっても，大阪簡易裁判所は，移送により著しく訴

訟手続を遅滞させることとなるときは，訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。

３．Ｘがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起し，同裁判所が，Ｙの申立てにより，合意された管轄

裁判所である名古屋簡易裁判所に訴訟を移送し，この移送の裁判が確定した場合であっても，

名古屋簡易裁判所は，Ｘの申立てにより，この管轄の合意が無効であることを理由に，訴訟を

大阪簡易裁判所に移送することができる。

４．この訴訟の管轄を東京地方裁判所とする旨の合意がないにもかかわらず，Ｘがこの訴えを同

裁判所に提起した場合であっても，東京地方裁判所は，相当と認めるときは，申立てにより又

は職権で，訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。

５．この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず，Ｘがこ

の訴えを東京地方裁判所に提起した場合には，東京地方裁判所は，相当と認めるときは，Ｙの

移送の申立てにより，訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。

〔第32問〕（配点：２）

当事者適格に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組み合

わせたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№34］）

ア．ＸのＹに対する貸金返還請求訴訟において，Ｙに金員を貸与したのがＸではなくＺであるこ

とが明らかとなった場合には，Ｘの訴えは原告適格を欠くものとして却下される。

イ．ＸのＹに対する貸金返還請求訴訟において，訴訟物とされている貸金債権をＸが訴えの提起

後にＺに譲渡したことが明らかとなった場合には，Ｘの訴えが原告適格を欠くものとして却下

されることはない。

ウ．ＸのＹに対する筆界（境界）確定の訴えにおいて，Ｙが筆界に争いのある隣接土地の賃借人

である場合には，Ｘの訴えが被告適格を欠くものとして却下されることはない。

エ．Ｘが，Ｚに対する売買代金債権を被保全債権として，ＺのＹに対する貸金債権を代位行使し

て，Ｙに対して提起した貸金返還請求訴訟において，ＸのＺに対する売買代金債権が存在しな

いことが明らかとなった場合には，Ｘの訴えは原告適格を欠くものとして却下される。

オ．株主Ｘの提起した株式会社の役員の解任の訴えにおいて，当該会社と解任対象とされた役員

の双方を被告とした場合には，役員に対する訴えは被告適格を欠くものとして却下される。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ
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〔第33問〕（配点：２）

訴訟承継に関する次の１から５までの各記述のうち，誤っているものを２個選びなさい。（解答

欄は，［№35］，［№36］順不同）

１．貸金返還請求訴訟の係属中に，当事者が死亡したときは，その者の相続人は，相続の放棄を

しない限り，当事者となる。

２．貸金返還請求訴訟の係属中に，訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者は，参加承継の

申立てをして訴訟を承継する義務を負う。

３．貸金返還請求訴訟の係属中に，訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承

継をしたときは，その参加は，訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の中断の効力を生ずる。

４．貸金返還請求訴訟の係属中に，訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承

継をしたときは，参加前の原告は，相手方の承諾を得ることなく訴訟から脱退する。

５．貸金返還請求訴訟の係属中に，訴訟物とされている貸金債権に係る債務を第三者が引き受け

たときは，原告は，当該第三者に対して，訴訟引受けの申立てをすることができる。

〔第34問〕（配点：２）

株式会社が訴訟の当事者である場合に関する次の１から５までの各記述のうち，誤っているもの

はどれか。（解答欄は，［№37］）

１．株式会社がその事業を停止し，その事務所又は営業所が存在しなくなったときは，当該株式

会社の普通裁判籍は，代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。

２．株式会社に代表者がない場合において，当該株式会社に対し訴えを提起しようとする者は，

遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して，特別代理人の選任を申し立てることが

できる。

３．株式会社に対する送達は，その訴訟において会社を代表すべき者の住所においてしなければ，

その効力を有しない。

４．株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するには，当事者本人の尋問の手続

によらなければならない。

５．判決書には，株式会社の代表者を記載しなければならない。

〔第35問〕（配点：２）

訴訟代理人（訴訟委任に基づく訴訟代理人に限る。以下同じ。）に関する次の１から５までの各

記述のうち，誤っているものはどれか。（解答欄は，［№38］）

１．訴訟代理人の権限は，書面で証明しなければならない。

２．解任による訴訟代理権の消滅は，本人又は解任された訴訟代理人から相手方に通知しなけれ

ば，その効力を生じない。

３．当事者が死亡しても，訴訟代理人の訴訟代理権は消滅しない。

４．当事者に複数の訴訟代理人がいる場合には，各訴訟代理人は，単独で訴訟行為をすることが

できない。

５．訴訟代理人の代理権の存否に疑義が生じたときは，裁判所は，職権で調査をしなければなら

ない。
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〔第36問〕（配点：２）

次のアからオまでの各記述のうち，訴訟手続が中断しない場合の組合せとして正しいものは，後

記１から５までのうちどれか。ただし，いずれの場合も当事者に訴訟委任に基づく訴訟代理人はな

いものとする。（解答欄は，［№39］）

ア．当事者である破産管財人が解任された場合

イ．当事者が支配人によって訴訟追行している場合において，当該支配人が辞任したとき

ウ．当事者が法人でない社団であって代表者の定めがある場合において，当該代表者が辞任した

とき

エ．被告が訴訟上の特別代理人によって訴訟追行している場合において，当該特別代理人が改任

されたとき

オ．複数の選定当事者のうちの一人が死亡した場合

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ ウ ４．イ オ ５．エ オ

〔第37問〕（配点：２）

確認の利益に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものを２

個選びなさい。（解答欄は，［№40］，［№41］順不同）

１．売買契約の無効確認を求める訴えについて，確認の利益が認められることはない。

２．遺言の無効確認を求める訴えについて，確認の利益が認められることはない。

３．ある財産が遺産に属することの確認を求める訴えについて，確認の利益が認められることは

ない。

４．郵便に付した信書で過去の事実を報告するものが偽造であることの確認を求める訴えについ

て，確認の利益が認められることはない。

５．訴訟で当事者の一方の訴訟代理人につきその訴訟代理権の存否が争われた場合において，別

訴として提起された，訴訟代理権を証すべき書面の真否確認を求める訴えについて，確認の利

益が認められることはない。

〔第38問〕（配点：２）

Ｘは，甲土地を前所有者であるＡから買い受けたところ，Ｙが同土地を占有しているとして，Ｙ

に対し，所有権に基づく甲土地の明渡しを求める訴えを提起した。

これに対し，Ｙが次のアからオまでの各主張をした場合において，その主張がＸの請求原因に対

する抗弁を含まないものの組合せとして正しいものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄

は，［№42］）

ア．Ｘが甲土地をＡから買い受けたことはなく，甲土地は，現在もＡが所有している。

イ．Ｘは，甲土地をＡから買い受けた後，Ｂに売り渡した。

ウ．Ｘは，甲土地をＡから買い受けたが，Ｙも，甲土地をＡから買い受けた上で自らに対する所

有権移転登記を経由した。

エ．Ｙの占有は，Ｘが甲土地を買い受ける前から，同土地をＡから無償で借り受けていることに

基づく。

オ．Ｙの占有は，Ｘが甲土地を買い受けた後，同土地をＸから賃借していることに基づく。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ
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〔第39問〕（配点：２）

準備書面に関する次の１から５までの各記述のうち，正しいものを２個選びなさい。（解答欄は，

[№43］，［№44］順不同）

１．準備書面は，記載した事項につき相手方が準備するのに必要な期間をおいて，裁判所を通じ

て相手方に送達しなければならない。

２．相手方が口頭弁論期日に出頭した場合には，準備書面に記載のない事項でも陳述することが

できる。

３．準備書面は，裁判所に提出されただけでは，判決の基礎とすることができない。

４．口頭弁論は，簡易裁判所においても，書面で準備しなければならない。

５．当事者は，裁判長が定めた期間内に提出しなかった準備書面を，口頭弁論期日において陳述

することができない。

〔第40問〕（配点：２）

職権証拠調べの可否に関する次の１から５までの各記述のうち，誤っているものはどれか。（解

答欄は，［№45］）

１．裁判所は，管轄の原因事実について，職権で，証拠調べをすることができる。

２．裁判所は，当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するときは，証拠調べのため，職

権で，その提出を命ずることができる。

３．裁判所は，訴訟の係属中，職権で，証拠保全をすることができる。

４．裁判所は，検証をするに当たり，職権で，鑑定を命ずることができる。

５．裁判所は，人事訴訟においては，職権で，証拠調べをすることができる。

〔第41問〕（配点：２）

当事者本人の尋問に関する次の１から５までの各記述のうち，正しいものを２個選びなさい。（解

答欄は，［№46］，［№47］順不同）

１．地方裁判所は，当事者本人が遠隔地に居住しているなど相当と認める場合において，当事者

に異議がないときは，当事者本人の尋問に代え，書面の提出をさせることができる。

２．当事者本人の尋問においては，その陳述によって自分が敗訴するおそれのあることが，陳述

を拒む正当な理由となる。

３．当事者本人は，裁判長の許可を受けたときであっても，記憶喚起のため，書類に基づいて陳

述することができない。

４．裁判所は，職権で，当事者本人を尋問することができる。

５．裁判所は，証人及び当事者本人の尋問を行うときは，当事者から意見を聴いて，まず当事者

本人の尋問をすることができる。
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〔第42問〕（配点：２）

私文書の成立に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせたものは，後

記１から５までのうちどれか。なお，各記述におけるＡはいずれも被告であり，かつ，私人である

とする。（解答欄は，［№48］）

ア．Ａ名義で事件の経過を記載した報告書は，Ａの意思に基づいて作成されたことが認められれ

ば，その内容が真実であると推定される。

イ．作成者をＡとして提出されたが，Ａの署名も押印もない文書につき，裁判所は，他の証拠を

併せて考慮することにより，その文書がＡの意思に基づいて作成されたと認定することができ

る。

ウ．作成者をＡとして提出された借用証書につき，Ａが借主欄に署名したことは認められるが，

署名後に金額欄の記載が改ざんされたとＡが主張する場合には，当該借用証書は，真正に成立

したものと推定されない。

エ．判例の趣旨によれば，Ａの氏名が記された印影が私文書中に顕出されている場合には，その

文書は，Ａを作成者として真正に成立したものと推定される。

オ．作成者をＡとして提出された文書にＡの署名がある場合には，押印がないときであっても，

その文書は，真正に成立したものと推定される。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ ウ ４．イ オ ５．エ オ

〔第43問〕（配点：２）

処分権主義に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものを組

み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№49］）

ア．訴訟物が特定されない訴状は，裁判長の命令にもかかわらず原告がその不備を補正しないと

きは，裁判長の命令により却下される。

イ．原告が給付判決を求めている場合において，訴訟物とされている請求権の履行期が到来して

いないことが明らかになったときは，裁判所は，当該請求権の存在を確認する判決をすること

ができる。

ウ．家屋明渡請求訴訟において，留置権の抗弁が認められるときは，裁判所は，当該留置権によ

り担保される債権の弁済を受けることと引換えに家屋の引渡しを命ずる。

エ．債務の全額である１００万円についての不存在確認を求める訴訟において，裁判所は，当該

債務の一部である１０万円の債務が存在すると認めるときは，１００万円のうち１０万円を超

える債務の不存在を確認し，その余の請求を棄却する。

オ．共有物分割の訴えにおいて，原告が分割の方法として共有物の現物を分割することを求めて

いるときは，裁判所は，当該共有物を競売してその売得金で分割する内容の判決をすることが

できない。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ
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〔第44問〕（配点：２）

訴訟上の和解に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを２個

選びなさい。（解答欄は，［№50］，［№51］順不同）

１．訴訟上の和解をするためには訴訟が適法に係属していることが必要であるから，重複する訴

えの場合には，前訴が取り下げられない限り，後訴において訴訟上の和解をすることはできな

い。

２．訴訟上の和解には，当事者以外の第三者も加わることができるが，そのためには訴訟参加の

手続を経ることを要する。

３．成立した訴訟上の和解について当事者の一方が錯誤無効を主張して和解の効力を争うために

は，和解が無効であることの確認を求める別訴を提起しなければならない。

４．裁判所は，訴訟の係属後であれば，第１回口頭弁論期日前であっても，和解を試みることが

できる。

５．筆界（境界）確定の訴えにおいて，筆界を定める効果を有する内容の和解をすることはでき

ない。

〔第45問〕（配点：２）

控訴に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを２個選びなさ

い。（解答欄は，［№52］，［№53］順不同）

１．被告が第一審で請求棄却を求めた場合において，訴えを却下する判決が言い渡されたときは，

被告には控訴の利益が認められない。

２．第一審判決が予備的相殺の抗弁を認めて原告の請求を棄却したのに対し，原告が控訴し，被

告が控訴も附帯控訴もしない場合において，控訴裁判所が原告の請求債権はそもそも存在しな

いと判断するときは，控訴裁判所は，第一審判決を維持し，控訴を棄却しなければならない。

３．裁判所は，控訴審の第一回口頭弁論期日において初めて提出された攻撃又は防御の方法を，

時機に後れたものとして却下することはできない。

４．一部請求であることを明示した訴えにおいて全部勝訴した原告は，被告が控訴をしたときは，

附帯控訴により残部について請求を拡張することができる。

５．控訴審が原判決を取り消し，事件を原審に差し戻す判決をした場合には，それにより事件が

原裁判所に移審するため，当該差戻判決に対して上告をすることはできない。


